
 

 

 

令和３年度 

事 業 計 画 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
社会福祉

法  人千葉市社会福祉協議会 



 

  



 

 目    次                      

 

 ■ 令和 3年度 事業計画 

 
Ⅰ 重点項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

   

 
Ⅱ 実施事業 地域福祉部門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

 1 地域福祉活動実施計画に記載している取組項目  

  施策の方向性１ 福祉に関する市民の関心を高め、福祉のまちづくりへの理解を促進する  

  活動計画取組項目１ 市民向けのセミナーの実施 3 

  活動計画取組項目２ 成年後見制度の普及・啓発 3 

  活動計画取組項目３ ボランティア・市民活動へのきっかけづくり 4 

  活動計画取組項目４ ボランティア活動推進協力校への支援 4 

  活動計画取組項目５ 福祉教育の促進 5 

  活動計画取組項目６ 福祉の体験学習機会の提供 6 

  活動計画取組項目７ 大学と地域の連携の促進 6 

     

  施策の方向性２ 住民が共にたすけあい、支えあう活動を促進する  

  活動計画取組項目８ 見守り活動の促進 7 

  活動計画取組項目９ 地域支えあい活動の促進 7 

  活動計画取組項目１０ ふれあい・いきいきサロンの促進 7 

  活動計画取組項目１１ ふれあい・子育てサロンの促進 8 

  活動計画取組項目１２ ふれあい・散歩クラブの促進 8 

  活動計画取組項目１３ ふれあい食事サービス事業への支援 8 

  活動計画取組項目１４ 地区部会活動従事者に対する研修の実施 9 

  活動計画取組項目１５ 民生委員・児童委員に対する研修の実施 9 

  活動計画取組項目１６ ボランティア活動をする人材の養成 9 

  活動計画取組項目１７ 子どもの居場所づくりに取り組んでいる団体との関係づくり 9 

     

  施策の方向性３ 社会福祉法人や企業による地域における公益的な取組みを促進する  

  活動計画取組項目１８ 社会福祉法人の地域における公益的な取組みの相談・支援 10 

  活動計画取組項目１９ 企業の社会貢献活動への相談・支援 10 

     

     

     



 

     

 

 施策の方向性４ 生活課題の解決に向けて、関係者間の連絡調整の役割を担うとともに、 

            一部の生活支援については自ら実施する  

  活動計画取組項目２０ 地域ケア会議の立ち上げ支援 11 

  活動計画取組項目２１ 本会の相談窓口の充実 11 

  活動計画取組項目２２ コミュニティソーシャルワーカーを中心とした生活支援の展開 12 

  活動計画取組項目２３ 本会が担う生活支援の推進 13 

     

  施策の方向性５ 災害対応力の向上を図る  

  活動計画取組項目２４ 災害ボランティアセンター設置・運営に向けた体制整備 15 

     

 ２ 地域福祉活動実施計画外の主だった事業  

  社協だよりの発行 16 

  地域ふくし力アップ助成金の活用等による地域の仕組みづくりの推進 16 

  広報紙（地区部会だより）の発行 16 

  地区部会ボランティア講座 17 

  車椅子貸与事業 17 

  保育士修学資金等貸付事業 17 

  ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 18 

  施設団体等助成事業 18 

  社会福祉事業振興資金貸付事業 19 

  放課後児童健全育成事業 19 

  指定管理の研修 19 

  指定管理以外の研修 21 

  千葉市子どもナビゲーター事業 21 

  権利擁護支援に係る地域連携ネットワークの強化 21 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 
Ⅲ 実施事業 施設福祉部門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

  施設福祉総務課  

  採用困難職種への対応 22 

  継続雇用職員制度の充実 22 

  人事考課制度 22 

  人材育成 23 

  和陽園再整備 23 

     

  桜木園  

  入所利用者の日中活動の充実と高齢化する利用者・保護者への対応 ２4 

  通所事業及び短期入所事業の利用者増と人工呼吸器使用者の受入対応 ２4 

  増加する外来診療の受入体制の整備 25 

     

  和陽園  

  地域交流事業の実施 ２6 

  組織再整備への対応 ２6 

     

  療育センター  

  （１）療育相談所   

  初診・初回評価待ち期間の短縮 ２7 

  心理初回評価待ち期間の短縮 ２7 

  （２）やまびこルーム  

  利用率の向上 ２7 

  （３）すぎのこルーム 

  医療型児童発達支援センターにおける利用率の向上 ２8 

  （４）大宮学園ひまわりルーム 

  医療的ケアの必要な知的障害児の入園拡充 ２8 

  （５）大宮学園たけのこルーム 

  医療型児童発達支援センターにおける利用率の向上 ２9 

  （６）いずみの家  

  工賃の向上 ２9 

  （７）ふれあいの家 

  新規利用者の拡大 30 

    

    

    



 

 

  

  （８）相談支援事業所ぱれっと 

  法改正に伴うサービス体制変更への対応とサービスの充実 30 

  職員の専門性の向上 30 

  （９）発達障害者支援センター 

  地域支援体制の構築への取組 ３1 

     

  障害者福祉センター 

  利用者ニーズに対応する講座の実施 ３2 

  障害者スポーツの普及啓発 ３2 

     

  いきいきプラザ・センター 

  健康相談、生活相談の利用人数減少への対応 ３3 

  入浴の利用人数の減少への対応 ３3 

  同好会の会員の減少への対応 ３3 

  生きがい活動支援通所事業の新規利用者の確保 ３3 

  介護予防事業の拡充 ３4 

  地域における仲間づくりの支援 ３4 

     

  いきいきプラザ内デイサービスセンター 

  安定した運営のための利用者確保 ３5 

  非常勤職員の確保 ３5 
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 ■ 令和 3年度事業計画における重点項目 

 

 ■ 実施事業 

   地域福祉部門： 

    令和 3 年度事業を「第 3 次地域福祉活動実施計画」の取組項目に沿ってまとめています。 

 

   施設福祉部門： 

    自主運営事業、指定管理事業、受託事業を適切に推進させるための実施計画として策定した「経

営改善計画」に沿ってまとめています。 

 

 

 

 

 

 

【 記載内容の表記 】 

 

 

          取組項目 

           ↓ 

○ ボランティア・市民活動へのきっかけづくり【地域福祉ボランティアセンター】 

（市補・共募・会費）2,762 千円[2,739 千円] 
                              ↑         ↑ 

                                財源※
 令和3 年度予算 [令和２年度予算] 

 

※財源の表記例 会費：社協会費 

共募：共同募金配分金 

市補：市補助金 

V 基：ボランティア基金 
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合併後の新たな基盤強化方針及び第４次地域福祉活動計画を策定し、法人運営の基盤

強化や事業効果を示し効果的・効率的な法人運営に努めつつ、専門職を多く抱える旧千

葉市社会福祉事業団の強みを活かしたコミュニティソーシャルワーク※機能の充実を図り

ます。また、アフターコロナの「新しい生活様式」に沿った地域福祉推進の仕組みを創

意工夫し、持続可能で多様性と包摂性のある地域共生社会の実現に寄与していきます。 
 

〔地域福祉部門〕 

「第３次地域福祉活動実施計画（平成 30～令和 3 年度）」に基づき、以下の重点取組

項目等により、新しい生活様式を踏まえた「つなぐ・つながる・ひろめる」地域づくり

に積極的に取り組んでいきます。 
 

１ 見守り活動の促進 p.7 

地域住民の共助による日常的な見守りや安否確認等が行われるよう、新規立ち上げや

活動の継続に向けた支援を行います。 
 

２ 地域支えあい活動の促進 p.7 

地域住民の共助による生活支援等の助けあい活動が行われるよう、新規立ち上げや活

動の継続に向けた支援を行います。 
 

３ ふれあい・いきいきサロンの促進 p.7 

高齢者が生きがいを持って、いきいきと暮らしていけるよう、地区部会が実施するサ

ロン活動を支援します。 
 

４ 社会福祉法人の地域における公益的な取組みの相談・支援 p.10 

地域における公益的な取組みが広がるよう、社会福祉法人を支援します。 
 

５ コミュニティソーシャルワーカーを中心とした生活支援の展開 p.12 

コミュニティソーシャルワーカーが中心となり、支援の手が届かない制度の狭間にい

る人たちに寄り添いながら、様々な関係団体・機関とのネットワークを構築、活用し、

困りごとの解決に向けた支援を行います。 
 

６ 災害ボランティアセンター設置・運営に向けた体制整備 p.15 

災害ボランティアセンターで本会職員とともに活動できるボランティアを養成し、発災

時には速やかに災害ボランティアセンターを設置・運営できるよう体制整備を行うととも

に、災害ボランティアセンター設置・運営訓練を実施します。 
 

 

※ コミュニティソーシャルワーク 地域において生活上の課題を抱える個人や家族に対する“個別支援”とそれらの人々が暮らす  

生活環境の整備や住民の組織化等の“地域支援”を統合的に展開・実践する援助技術 

 

 
Ⅰ 重点項目  
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〔施設福祉部門〕 

「経営改善計画（平成 28～令和 3 年度）」に基づき、環境の変化にも柔軟に対応でき

る自律した経営を図るとともに適切な支援を提供します。あわせて、地域福祉部門が有

する人的資源と当部門が有する高い専門性と蓄積された知識・技術による物的資源の更

なる融合により、千葉市における福祉の増進に取り組みます。 

 

１ 採用困難職種への対応 p.22 

組織にとって「人」は財産であり、法人の将来を大きく左右する重要な課題です。

採用にあたっては、職種ごとに年齢構成等を重視するなどし、人材確保に努めます。 

 

２ 通所事業及び短期入所事業の利用者増と人工呼吸器使用者の受入対応 p.24 

利用者増のため、相談支援事業所、学校、施設、行政機関と連携し、新規利用を促

進します。また、人工呼吸器使用者の受入体制を整備します。 

 

３ 地域における仲間づくりの支援 p.34 

地域福祉部門と連携し、ふれあいいきいきサロンや地区部会活動等に出向き、講演

会や相談会等を実施します。また、地域カフェスペースとして、いきいきプラザの諸

室を提供します。 

 

４ 安定した運営のための利用者確保 p.35 

体調不良等による利用休止や解約に備え、常に新規利用者を確保するために、営業活

動等を行い、ケアマネジャーとの信頼関係を構築するとともに満足度の高いサービスを

提供することで、利用者１人あたりの利用日数を増加してもらえるよう努めます。 

また、「中重度者ケア体制加算」等可能な加算を算定できるよう体制を整備します。 
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１ 地域福祉活動実施計画に記載している取組項目 
 

施策の方向性１ 

 福祉に関する市民の関心を高め、福祉のまちづくりへの理解を促進する 
 

＜活動計画取組項目１＞ 

○ 市民向けセミナーの実施【総務企画課】 

（予算は p.19 指定管理の研修に含む） 

 市民がいきいきと安心して地域で暮らせるよう健康や介護などをテーマとした市民向

けセミナーを開催します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

研修数 ２８研修 ２８研修 

定員数 ４９１人 ７７０人 

   ※コロナの感染予防対策として定員数を削減しています。 

 

＜活動計画取組項目２＞ 

○ 成年後見制度の普及・啓発【千葉市成年後見支援センター】 

（受託金）398 千円[386 千円] 

 認知症や知的障害、精神障害などのために判断能力が十分でない方の権利や財産を守

る成年後見制度の普及・啓発を図るため、ホームページによる情報提供、パンフレット

の配架に加え、各種専門職団体等と連携した講習会の開催や、出前講座に出向きます。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

ホームページによる情報提供 常時 常時 

パンフレットの配架 常時 常時 

講習会等の開催 ９回 ６回 

出前講座の実施 随時 ２４回 

 

  

 
Ⅱ 実施事業 地域福祉部門  
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＜活動計画取組項目３＞ 

○ ボランティア・市民活動へのきっかけづくり【地域福祉ボランティアセンター】 

（市補・共募・会費）2,762 千円[2,739 千円] 

ボランティア活動を希望する人が活動のきっかけをつかみ、いきいきと活動を続けら

れるよう、ボランティア側、受入側双方に対して情報提供・啓発を行います。また、ボ

ランティア活動希望者や受入施設を対象にした講座の開催や、公民館のサークルなどを

対象とした講座の開催にも取り組みます。 

 

（ボランティア入門講座） 

 区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

講座実施回数 ３３回 ３３回 

参加人数 ６１０人 ８１０人 

 

（ボランティアセンターのお知らせ・ぼら☆とぴ） 

 区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

発行部数 各１，１００部 各１，１００部 

発行回数 年８回 年８回 

 

＜活動計画取組項目４＞ 

○ ボランティア活動推進協力校への支援【地域福祉ボランティアセンター】 

（市補・共募・会費）760 千円[881 千円] 

毎年、市立小・中学校６校を３年間、ボランティア活動推進協力校として指定し、企

画・提案や助成金を通じて、学校が行う福祉教育を支援します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

推進協力校数（新規） ６校 ６校 

推進協力校数（継続） １２校 １２校 
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＜活動計画取組項目５＞ 

○ 福祉教育の促進 

  【地域福祉ボランティアセンター】    （市補・共募）2,127 千円[2,264 千円] 

学校における福祉教育が円滑に促進されるよう、学校教員に対し情報紙や冊子

を配付するとともに福祉教育に関する講座を開催します。また、小・中学校の児

童・生徒に情報紙や冊子を配付し、福祉のこころを醸成するため、福祉教育を支

援します。 

（福祉教育ニュース） 

対象：市内の小・中学校教員（国立、県立、私立除く） 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

発行部数 各６，０００部 各６，５００部 

発行回数 年２回 年２回 

 

（わたしもぼくもボランティア） 

対象：小学４年生から中学３年生の児童・生徒 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

発行部数 ５１，０００部 ５１，０００部 

発行回数 年１回 年１回 

 

（やさしい気持ち）            対象：小学４年生の児童 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

発行部数 ９，２００部 ９，０００部 

発行回数 年１回 年１回 

 

（やさしい社会をつくる）         対象：中学２年生の生徒 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

発行部数 １０，０００部 １０，５００部 

発行回数 年１回 年１回 

 

（福祉教育講座）           対象：市内の小・中学校教員 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

講座実施回数 年１回 年１回 

参加人数 ２０人 ４０人 
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  【総務企画課】 

    社会福祉士養成課程における相談援助実習の実習生を受け入れ、各部署におい

て社会福祉士として必要な知識及び援助技術を習得するための実習指導を行うと

ともに、実習プログラムの充実を図ります。 

 

     （社会福祉士養成課程援助実習の実習生の受け入れ） 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

受入数 ３～９人 ９人 

     ※新型コロナウイルス感染予防対策として受入れ人数を流動的に設定してい

ます。 

 

＜活動計画取組項目６＞ 

○ 福祉の体験学習機会の提供【地域福祉ボランティアセンター】 

（市補・共募・Ｖ基）1,113 千円[1,045 千円] 

 実践できるメニューを提供し、学校等における福祉体験の要請に応えます。また、福

祉体験用具の貸出、講師派遣（ふれあいトーク）、本会職員による体験講座等を市内の

小・中学校で活用してもらえるよう目指すとともに、学校や地域等に対し情報発信を行

います。 
 

 区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

福祉用具貸出校数   

ふれあいトーク実施校数 ６０校 ８６校 

職員派遣学校数   

※上表区分のうち、１つ以上実施した学校数 

 

＜活動計画取組項目７＞ 

○ 大学と地域の連携の促進【地域福祉ボランティアセンター】 

 大学と地域を結び付け、大学の持つ力が地域づくりに活かされることを目指し、具体

的な連携ができるよう取り組みます。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

連携事業実施校 １校増 １校増 

  



7 
 

施策の方向性２ 

住民が共にたすけあい、支えあう活動を促進する 

 

＜活動計画取組項目８＞ 

○ 見守り活動の促進【重点取組項目】【地域福祉ボランティアセンター】 

（共募）1,500 千円［1,625 千円］ 

 地域住民の共助による日常的な見守りや安否確認等が行われるよう、新規立ち上げや

活動の継続に向けた支援を行います。具体的には、地区部会のエリアで見守り活動が拡

充できるよう、助成等を通じて支援します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

地区部会数 ４５地区部会 ４５地区部会 

町内自治会数 ３００町内自治会 ３２５町内自治会 

 

＜活動計画取組項目９＞ 

○ 地域支えあい活動の促進【重点取組項目】【地域福祉ボランティアセンター】 

 地域住民の共助による生活支援等の助けあい活動が行われるよう、新規立ち上げや活

動の継続に向けた支援を行います。具体的には、各種助成金制度を活用し、近隣へ広め

るきっかけとなる実践事例をつくります。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

地区部会数 
９地区部会増 

34 地区部会 

７地区部会増 

34 地区部会 

 

＜活動計画取組項目１０＞ 

○ ふれあい・いきいきサロンの促進【重点取組項目】 

【地域福祉ボランティアセンター】（市補・会費・共募）7,136 千円［7,136 千円］ 

 高齢者が生きがいを持って、いきいきと暮らしていけるよう、地区部会が実施するサ

ロン活動を支援します。具体的には、引き続き助成等を通じ、地区部会を支援します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

地区部会数 ６７地区部会 ６８地区部会 

実施回数 ４，７５７回 ４，７５７回 
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＜活動計画取組項目１１＞ 

○ ふれあい・子育てサロンの促進【地域福祉ボランティアセンター】 

（市補・会費・共募）1,160 千円［1,160 千円］ 

 身近な地域で交流を望む子育て中の親がほっとするひと時を過ごすため、地区部会が

実施するサロン活動を支援します。具体的には、引き続き助成等を通じ、実施地区部会

を支援します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

地区部会数 ５６地区部会 ５６地区部会 

実施回数 ７７３回 ７７３回 

 

＜活動計画取組項目１２＞ 

○ ふれあい・散歩クラブの促進【地域福祉ボランティアセンター】 

（市補・会費・共募）650 千円［650 千円］ 

 高齢者が生きがいをもって、いきいきと暮らしていけるよう、気軽にはじめることが

できる散歩クラブを実施する地区部会を支援します。具体的には、引き続き助成等を通

じ、実施地区部会を支援します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

地区部会数 ３２地区部会 ３２地区部会 

実施回数 ６５０回 ６５０回 

 

＜活動計画取組項目１３＞ 

○ ふれあい食事サービス事業への支援【地域福祉ボランティアセンター】 

（共募・その他）3,514 千円［3,994 千円］ 

 ひとり暮らし高齢者などを対象に、見守りを兼ねた配食を行う地区部会・会食を伴う

交流事業を行う地区部会に助成・援助します。具体的には、引き続き助成等を通じ、実

施地区部会を支援します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

地区部会数 ３７地区部会 ３７地区部会 

実施回数 ３００回 ３４４回 

食数 １１，２００食 １２，５７５食 
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＜活動計画取組項目１４＞ 

○ 地区部会活動従事者に対する研修の実施【地域福祉ボランティアセンター】 

（会費・共募）374 千円［479 千円］ 

 地区部会活動に有益な知識やスキルを提供するため、地区部会従事者に対する研修を

年４回実施します。 

 

＜活動計画取組項目１５＞ 

○ 民生委員・児童委員に対する研修の実施【総務企画課】 

  ・主任児童委員研修          （予算は p.19 指定管理の研修に含む） 

  主任児童委員を対象に、活動に必要な知識を習得するための研修を実施します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

研修数 １研修 １研修 

定員数 １４０人 １４０人 

 

＜活動計画取組項目１６＞ 

○ ボランティア活動をする人材の養成【地域福祉ボランティアセンター】 

（市補・会費）469 千円［510 千円］ 

 ボランティアを必要としている人の希望に応えられるようにボランティア養成講座を

実施するとともに、受入側にも啓発します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

養成講座実施回数 １２回 １２回 

参加人数 ２１６人 ３１０人 

 

＜活動計画取組項目１７＞ 

○ 子どもの居場所づくりに取り組んでいる団体との関係づくり 

【地域福祉ボランティアセンター】 

 子どもの居場所づくりに取り組んでいる団体間でのネットワークを構築し、情報交換

会を開催します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

取組内容 情報交換会開催 情報交換会開催 

 

  



10 
 

施策の方向性３ 

 社会福祉法人や企業による地域における公益的な取組みを促進する 

 

＜活動計画取組項目１８＞ 

○ 社会福祉法人の地域における公益的な取組みの相談・支援【重点取組項目】 

【地域福祉ボランティアセンター】（会費・共募）263 千円［238 千円］ 

 地域における公益的な取組みが広がるよう、社会福祉法人を支援します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

連携事業実施法人 １２法人増 １２法人増 

 

＜活動計画取組項目１９＞ 

○ 企業の社会貢献活動への相談・支援【地域福祉ボランティアセンター】 

企業からの相談に基づき、社会貢献活動の提案を行うとともに、企業の取組みの参考

になるような事例を収集し、ホームページに掲載します。 
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施策の方向性４ 

 生活課題の解決に向けて、関係者間の連絡調整の役割を担うとともに、一部の生活支

援については自ら実施する 

 

＜活動計画取組項目２０＞ 

○ 地域ケア会議の立ち上げ支援【地域福祉ボランティアセンター】 

 あんしんケアセンターが、地域課題について話し合う地域ケア会議を立ち上げ、継続

的に実施ができるよう支援します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

取組内容 
①既存会議出席 

②新規立上げ支援 

①既存会議出席 

②新規立上げ支援 

 

＜活動計画取組項目２１＞ 

○ 本会の相談窓口の充実 

  【各区事務所】 

    様々な困難を抱えた方の相談に応じ、地域との連携を通じて、課題解決に向け

支援を行います。 

 

  【千葉市成年後見支援センター】         （受託金）988 千円[988 千円] 

    権利擁護に関する相談に応じ、市民の不安や疑問を解消するため、弁護士会や

法テラスなどの関係機関と連携を図って対応します。 
 

 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

相談件数 １，４００件 １，２００件 

 

  【生活自立・仕事相談センター中央】    （受託金）33，600 千円［29,247 千円］ 

    生活保護に至る前の生活困窮者が、生活困窮から早期脱却するために、相談支

援により抱えているニーズを把握し、本人の状態に応じた支援計画を策定すると

ともに自立相談支援を包括的かつ継続的に行い、自立に向けた支援を行います。 
 

区 分 Ｒ３～５ Ｒ２ 

新規相談件数 ２，２５０件 ７５０件 

プラン作成件数 １，１２５件 ３７５件 
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  【心配ごと相談所（生活支援課）】     （市補、共募）1,469 千円[1,640 千円] 

    市民の生活上のさまざまな悩み事相談に、経験豊かな相談員が面談、電話で応

じて問題解決を図ります。また、法律問題を伴う相談に応じるため、弁護士によ

る法律相談を行います。 

    [開所時間] 火・水・木曜日（祝日・年末年始を除く） 

          １０：００～１２：００及び１３：００～１５：００ 

    [相 談 員] 民生委員・児童委員及び有識者 計１４名 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

法律相談 年９回 年９回 

開設日 １４７日 ２４３日 

 

＜活動計画取組項目２２＞ 

○ コミュニティソーシャルワーカーを中心とした生活支援の展開【重点取組項目】 

【地域福祉ボランティアセンター】 

 コミュニティソーシャルワーカーが中心となり、支援の手が届かない制度の狭間にい

る人たちに寄り添いながら、様々な関係団体・機関とのネットワークを構築、活用し、

困りごとの解決に向けた支援を行います。具体的には、個別支援を通して地域の課題を

把握し、地域のニーズに応じた地域における支えあいの仕組みづくりを行います。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

コミュニティ 

ソーシャルワーカー

会議 

（個別支援ケース 

検討） 

年１２回 年１２回 

  ※うち年４回は、スーパーバイザーを招き、相談業務に従事する職員やあんしん 

   ケアセンターにも声かけし、事例検討会を行います。 
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＜活動計画取組項目２３＞ 

○ 本会が担う生活支援の推進 

  ・生活困窮者の自立促進【生活自立・仕事相談センター中央】 

（受託金）33，600 千円［29,247 千円］＝再掲＝ 

    経済的困窮だけではなく、社会的に孤立していることが多い相談者の社会的自

立のための支援とそのための地域の支援体制づくりを行います。 

    具体的には、社会とのつながりを取り戻せるように、地域の中で、居場所や役

割を確保し、参加できるようにしていきます。また、相談者が暮らす生活基盤と

しての地域をよりよくしていきます。 

 

  ・生活福祉資金貸付事業【生活支援課】   （受託金）19，194 千円[19，030 千円] 

    千葉県社会福祉協議会から、低所得者、障害者または高齢者に対して、無利子

または低利で融資する貸付事業の一部を受託し、貸付事業を行うとともに、相談

支援を通じて、自立を援助します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

新規貸付件数 ３９０件 ３７０件 

 

  ・日常生活自立支援事業【千葉市成年後見支援センター】 

（利用料、市補）57,388 千円[48,609 千円] 

    認知症や知的障害、精神障害などのために判断能力に不安を抱える方が、住み

慣れた地域で安心して生活できるよう、福祉サービスの利用手続きや日常的な金

銭管理に関する助言や手続き代行等の援助をします。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

利用者数 

（年度内延人数） 
３７０人 ３６６人 

市民活動者数 ７０人 ７０人 

 

  



14 
 

  ・法人後見事業【千葉市成年後見支援センター】 

（後見報酬等）15,254 千円[13,270 千円] 

    成年後見人等を家庭裁判所より受任し、認知症や知的障害、精神障害などのた

めに判断能力が十分でない方の権利や財産を守ります。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 備考 

受任件数 

（年度内延件数） 
４０件 ４０件 

 

市民活動者数 ３０人 ３０人 
家庭裁判所からの選任の

有無を問わない 

 

  ・市民後見人の養成・育成【千葉市成年後見支援センター】 

（受託金）295 千円[352 千円] 

    市民後見活動の促進を図るため、新規養成及び市民後見人候補登録者に対して

フォローアップ研修を行います。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

新規養成人数

（基礎） 
― ― 

新規養成人数

（応用・実務） 
２０人 ３０人 

候補者登録人数 １００人 １００人 

フォローアップ研修 ２回 ２回 

    ※隔年で行っているところ、Ｒ２については、新型コロナウイルスの感染拡大 

     により未実施とした。 

 

  ・千葉市生活支援コーディネーター設置業務の実施【各区事務所】 

（受託金）24,990 千円［30,242 千円］ 

    日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅

生活を継続していくために必要となる多様な主体による多様な生活支援・介護予

防サービスの提供体制を構築するため、支援ニーズとサービスのコーディネート

機能を担い、サービスを提供する事業主体と連携して支援体制の充実・強化を図

ります。 
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施策の方向性５ 

災害対応力の向上を図る 

 

＜活動計画取組項目２４＞ 

○ 災害ボランティアセンター設置・運営に向けた体制整備【重点取組項目】 

【地域福祉ボランティアセンター】（共募）94 千円[92 千円] 

災害ボランティアセンターで本会職員とともに活動できるボランティアを養成し、発

災時には速やかに災害ボランティアセンターを設置・運営できるよう体制整備を行うと

ともに、災害ボランティアセンター設置・運営訓練を実施します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

講座実施回数 年２回 年２回 

訓練実施回数 年２回 年２回 
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２ 地域福祉活動実施計画外の主だった事業 

 

○ 社協だよりの発行【総務企画課】  （共募、その他）2,823 千円[2,716 千円] 

 社協の存在や地域福祉の現状を広く市民にＰＲするため、社協だよりを年４回発行

し、各町内自治会での回覧や公共施設などへの配架を通じて、多くの市民へ情報を提供

します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

発行部数 
１回あたり 

３２，０００部 

１回あたり 

３２，０００部 

発行回数 年４回 年４回 

 

○ 地域ふくし力アップ助成金の活用等による地域の仕組みづくりの推進 

【地域福祉ボランティアセンター】（その他）1,900 千円［1,800 千円］ 

 コミュニティソーシャルワーカーを中心として、区事務所が、各種団体・関係機関と

連携し、地域特性に合わせた福祉の課題の解決に向けた取組みや仕組みづくりに引き続

き努めます。 

 

○ 広報紙（地区部会だより）の発行【地域福祉ボランティアセンター】 

（会費・共募）2,442 千円［2,482 千円］ 

 地域の住民に対して地区部会活動への理解と担い手を確保・育成していくために、広

報紙（地区部会だより）の発行を通して地域福祉の推進を図ります。また、より良い事

業展開と継続的に実施できるよう実施地区部会を支援します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

地区部会数 ６７地区部会 ６８地区部会 

発行回数 ２０１回 ２００回 
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○ 地区部会ボランティア講座【地域福祉ボランティアセンター】 

（市補）1,200 千円［1,200 千円］ 

 地区部会が地域の住民に対して地区部会活動への理解と担い手を確保・育成していく

ために、ボランティア講座の開催を通して地域福祉の推進を図ります。また、より良い

事業展開と継続的に実施できるよう実施地区部会を支援します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

地区部会数 ５９地区部会 ５９地区部会 

実施回数 １２０回 １２０回 

 

○ 車椅子貸与事業【生活支援課】           （共募）659 千円[454 千円] 

 車椅子が必要な方へ２か月（最長６か月）を限度として、無償で貸し出し、利用者や

介助者の利便性の向上及び経済的負担を軽減します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

貸出数 ５５０件 ５７０件 

 

○ 保育士修学資金等貸付事業【生活支援課】  （市補）190，757 千円[191，548 千円] 

  ・保育士修学資金貸付事業 

    質の高い保育士の養成確保に資することを目的として、指定保育士養成施設

に在学し保育士資格を目指す学生に対し、修学に必要な資金の貸付を行いま

す。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

新規貸付件数 １００件 ７０件 

 

  ・保育補助者雇上費貸付事業 

    保育所等における保育士の負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることを目

的として、保育士の雇用管理改善や労働環境改善に積極的に取り組んでいる保

育事業者に対し、保育士資格を持たない保育補助者の雇い上げに必要な費用の

貸付を行います。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

貸付件数 ５件 ５件 

 

  



18 
 

  ・保育料の一部貸付事業 

    未就学児を持つ保育士で、保育の仕事に就労することが決定している方に、

保育料の一部について貸付を行います。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

貸付件数 ４５件 ６０件 

 

  ・就職準備金貸付事業 

    潜在保育士が保育士として保育所等に勤務することが決定した場合、就職準

備金の貸付を行います。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

貸付件数 ２５件 ３５件 

 

○ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業【生活支援課】 

（市補）9，725 千円[9，686 千円] 

 ひとり親の資格取得支援を目的として、高等職業訓練に係る費用（入学準備金・就

職準備金）の貸付を行います。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

入学準備金件数 １５件 １５件 

就職準備金件数 ６件 ５件 

 

○ 施設団体等助成事業【生活支援課】       （共募）4,468 千円[4,468 千円] 

 社会福祉団体や民間社会福祉施設が実施する地域福祉活動に要する経費を助成します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

団体補助金 １３団体 １３団体 

施設補助金 ３６団体 ３６団体 

歳末助成金 ７０団体 ７０団体 
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○社会福祉事業振興資金貸付事業【生活支援課】（貸付資金）16,263 千円[16，270 千円] 

 社会福祉法人等が設置運営する社会福祉施設の整備等に必要な資金を融資します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

償還元金 １，６００千円 １，６００千円 

受取利息 ２３１千円 ２７９千円 

新規貸付可能額 １６，０００千円 １６，０００千円 

新規貸付可能 

件数 
２件 ２件 

 

○ 放課後児童健全育成事業【児童育成課】 （受託金）2,183,000 千円[2,392,395 千円] 

 就労等により昼間家庭に保護者のいない児童を対象に、放課後の遊びや生活の場を提

供し、児童の健全育成を図るとともに、保護者の子育てを支援します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

子どもルーム数 １３４か所 １４３か所 

 

○ 指定管理の研修【総務企画課】       （受託金）54,157 千円[54,386 千円] 

  ※コロナの感染予防対策として定員数を削減しています。 

・管理運営部門研修 

    健全な法人経営や適正な施設運営を図るため、社会福祉法人の経営者・施設長

を対象に、法人経営・施設運営に関する専門知識についての研修を実施します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

研修数 ３研修 ３研修 

定員数 ６０人 ９０人 

 

  ・専門職研修 

    福祉・介護現場に従事する、介護職、ケアマネジャー、看護職、栄養士等の介

護現場で働く専門職の方々を対象に、各々に求められる専門的知識や介護技術を

習得するための研修等を実施します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

研修数 ７研修 ７研修 

定員数 １３６人 １９０人 
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  ・行政職員研修 

    福祉担当者の資質の向上を図るため、生活保護担当職員は４階層及び福祉担当

職員は２階層に分割し、全体で７研修を実施します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

研修数 ７研修 ７研修 

定員数 １４０人 ２４０人 

 

  ・専門課題研修 

    福祉、介護施設・事業所等に従事する方々に求められる、介護技術、医療・障

害知識等について、テーマを設定し、知識、技能の向上を目指します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

研修数 ２６研修 ２６研修 

定員数 ４６４人 ７２０人 

 

  ・キャリア創生研修 

    キャリア創生研修では、業務を通じて求められる知識・技術について習得の機会

を提供するとともに、受講者の方々が研修での体験を通して自らの将来像を描き、

職業人生の意味を深め、その価値を高めることを狙いとしています。  

    自らが自らの道（キャリア・パス）を描けることが、人材定着にも寄与すると位

置づけ、研修体系上、専門職・専門課題とは切り分けて実施します。  

    キャリアパス対応生涯研修については、新任・中堅・チームリーダーの３階層別

研修を実施します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

研修数 ６研修 ６研修 

定員数 １２０人 １８０人 

 

  ・企画提案研修 

    幅広い分野から、利用者・従事者のニーズに対応する知識、技術をテーマとし

た研修を企画し実施します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

研修数 ７研修 ７研修 

定員数 １４０人 ２１０人 
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○ 指定管理以外の研修【総務企画課】 

  ・認知症介護実践者等研修          （受託金）6,451 千円[6,795 千円] 

    市の事業方針等に基づき、専門職員の資質の向上を図るため、社会福祉施設等

の介護職員を対象に、認知症介護の専門的知識や技術の習得を図る研修を実施し

ます。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

研修数 ３研修 ３研修 

定員数 １８０人 ４２０人 

 

  ・生活援助型訪問サービス従事者研修       （受託金）847 千円[849 千円] 

    千葉市が平成２９年度から移行した新総合事業にあたり、サービスの担い手と

なる資格を有しない方々が生活援助型訪問サービスを実施する際のサービスの質

や安全性を習得するための研修を実施します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

研修数 １研修 １研修 

定員数 １２０人 ２４０人 

 

○ 千葉市子どもナビゲーター事業【中央区事務所】 

（受託金）6,976 千円［5,198 千円］ 

    子どもの貧困対策として、経済的な困窮だけでなく、家庭環境などから、基本

的な生活習慣が乱れている子どもを支援するため、直接、子どもや家庭に対して

生活習慣の改善を働きかけるとともに、様々な支援機関や関連事業につなげ、子

どもたちが夢と希望を持って成長していけるよう支援を行います。 

 

○ 権利擁護支援に係る地域連携ネットワークの強化【千葉市成年後見支援センター】 

    千葉市とともに、千葉県弁護士会等の各種専門職団体、千葉市あんしんケアセ

ンター、千葉市障害者基幹相談支援センター等の関係機関、民生委員、千葉家庭

裁判所などが参画する協議会を運営し、多職種間での更なる連携を強化するとと

もに、判断能力が十分でない市民に対して適切な権利擁護を図ります。 
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施設福祉総務課 

○ 採用困難職種への対応 

  組織にとって「人」は財産であり、法人の将来を大きく左右する重要な課題です。

採用にあたっては、職種ごとに年齢構成等を重視するなどし、人材確保に努めます。 

  ・桜木園常勤看護師 目標人数２６人 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

養成校訪問 ６校訪問 ６校訪問 

紹介予定派遣活用 活用 活用 

ホームページ掲載方法 検討 見直し 

就職説明会参加 県内に参加 県外に参加 

 

○ 継続雇用職員制度の充実 

  定年退職者のライフスタイルに沿った雇用形態に対応します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

短時間勤務制度 実施 実施 

 

○ 人事考課制度 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

給与体系への反映 検討 検討 

 

  

 
Ⅲ 実施事業 施設福祉部門  
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○ 人材育成 

  ・職員研修 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

階層別研修 年１回以上実施 年１回以上実施 

専門分野別研修 年１回以上実施 年１回以上実施 

テーマ別研修 年１回以上実施 年１回以上実施 

施設内研修 年１回以上実施 年１回以上実施 

 

  ・業務上必要な資格の取得 

   社会福祉施設における福祉サービスの充実及び円滑な施設運営に資するため、サ 

ービス管理責任者等資格を有する者の配置が必要不可欠となっていることから、利 

用者支援に必要となる資格取得を促します。 

  【主な資格】 

   サービス管理責任者    相談支援専門員    介護予防指導士 

   介護福祉士        介護支援専門員    ユニットリーダー 

 

○ 和陽園再整備 

  「千葉市和陽園の事業譲渡に係る協定書」に基づき、和陽園の実施事業拡大を含

め、千葉市と協議し、再整備計画を策定します。 
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桜木園 

   実施事業               （受託金）692,302 千円[689,490 千円] 
 

事業名 定員 

医療型障害児入所 
５０人 

療養介護 

短期入所 
５人 

日中一時支援 

児童発達支援 

２０人 放課後等デイサービス 

生活介護 

 

○ 入所利用者の日中活動の充実と高齢化する利用者・保護者への対応 

  個々の利用者ニーズをより具体化した日中活動の支援を実施します。また、成年利

用者に成年後見制度の利用を促すほか、人工呼吸器使用者を受入れます。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

成年後見制度の利用 ４０人 ３６人 

ターミナルケアの対応 実施 実施 

有償サービスの実施 検討 検討 

人工呼吸器使用者の受入 ２人受入 ２人受入 

 

○ 通所事業及び短期入所事業の利用者増と人工呼吸器使用者の受入対応 

  利用者増のため、相談支援事業所、学校、施設、行政機関と連携し、新規利用を促

進します。また、人工呼吸器使用者の受入体制を整備します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

通所利用者数 １日平均１８人 １日平均１８人 

短期入所稼働率 ９０％ ９０％ 

送迎サービス増加 ８便（朝夕各４便） ６便（朝夕各３便） 

人工呼吸器使用者の受入 ４人受入 ３人受入 
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○ 増加する外来診療の受入体制の整備 

  診察室を増室し、医師２名が同時に開室できるよう整備するとともに、専属人員を

確保するなど、増加する外来利用者に対応します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

延べ利用者数 
１，６８０人  

（月平均 140 人） 

１，６８０人 

（月平均 140 人） 

受診待機期間 １ヶ月以内 １ヶ月以内 
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和陽園 

   実施事業              （自主運営）772,899 千円[760,681 千円] 
 

事業名 定員 

養護老人ホーム 長期入所 ８０人 

千葉市高齢者虐待等居室確保事業 ３人 

特別養護老人ホーム 長期入所 ５０人 

短期入所生活介護事業 ４人 

千葉市緊急ショートステイ事業 ２人 

特別養護老人ホーム 

（ユニット型） 

長期入所 ３０人 

短期入所生活介護事業 １０人 

訪問介護事業所・日常生活支援総合事業 － 

居宅介護支援事業所 － 

 

○ 地域交流事業の実施 

  地域との交流事業を実施し、入居者の社会参加を促し、生きがいのある豊かな生活

を支援します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

地域交流事業 １２回/年 １２回/年 

 

○ 組織再整備への対応 

  組織が機能的になったことに伴い事業毎の責任分担を明確にし、利用者サービスの

向上を図ります。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

組織再整備への対応 
業務体制の見直し効

果を検証 

各事業の業務体制

の見直し 
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療育センター 

（１）療育相談所 

   実施事業               （受託金）243,608 千円[246,596 千円] 

   心身の発達についての相談・診察に基づき、必要な支援を行う医療機関です。 

 

 ○ 初診・初回評価待ち期間の短縮 

   業務の見直しによるインテーク（初回面接・相談）までの期間を２ヵ月待ちまで

短縮します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

初診・初回評価待ち期間の短縮 ２ヵ月待ちを継続 ２ヵ月待ちを継続 

 

 〇 心理初回評価待ち期間の短縮 

   初回相談から心理検査まで４人体制で２ヵ月～２ヵ月半とし、５人体制で１ヵ月

プラス心理指導を再開します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

待機期間 １ヵ月待ち １ヵ月待ち 

心理指導 継続 再開 

 

（２）やまびこルーム 

   実施事業                （受託金）85,233 千円[76,177 千円] 
 

事業名 定員 

福祉型児童発達支援センター ２０人 

 

 ○ 利用率の向上 

   難聴児の診断を行う県内の関係医療機関との連携を強化し、日々利用人数１８人

（定員の９０％）を目指します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

日々利用者数目標 １８人 １８人 
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（３）すぎのこルーム 

   実施事業               （受託金）107,095 千円[104,657 千円] 
 

事業名 定員 

医療型児童発達支援センター １０人 

児童発達支援事業 １０人 

日中一時支援事業 １人 

 

 ○ 医療型児童発達支援センターにおける利用率の向上 

   集団保育をメインとするも、個別指導へのニードが高い保護者も多く保育士によ

る個別保育を実施し、保護者が親子で通いたくなる施設にすることにより、日々の

利用者数増に繋げ、日々利用者数９人を目指します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

日々利用者数 ９人 ９人 

 

（４）大宮学園ひまわりルーム 

   実施事業               （受託金）193,912 千円[188,292 千円] 
 

事業名 定員 

福祉型児童発達支援センター ４０人 

日中一時支援事業 １人 

 

 ○ 医療的ケアの必要な知的障害児の入園拡充 

   入園基準の見直し及び医療的ケア児受け入れガイドラインマニュアルを作成し、

医療的ケアの必要な知的障害児を受入れます。 
 

 区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

受入人数 ２人 ２人 

 

  



29 
 

（５）大宮学園たけのこルーム 

   実施事業               （受託金）100,336 千円[103,860 千円] 

 

事業名 定員 

医療型児童発達支援センター １０人 

児童発達支援事業 １０人 

日中一時支援事業 １人 

 

 ○ 医療型児童発達支援センターにおける利用率の向上 

   利用児の課題や状態把握及び今後の成長について、保護者に日々の療育活動の有

用性や必要性を啓発するとともに、個別指導の時間や保護者との対話の機会を増や

すことで日々利用者９人を目指します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

日々利用者数 ９人 ９人 

 

（６）いずみの家 

   実施事業               （受託金）104,006 千円[103,910 千円] 
 

事業名 定員 

就労移行支援事業 ６人 

就労継続支援Ｂ型事業 ３４人 

日中一時支援事業 ３人 

 

○ 工賃の向上 

   収益率の高い作業種を増やすことにより、収益率の上昇を図ります。また、作業

効率を上げるための作業技術向上にも努めます。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

売上年間目標 １，１００万円 １，１００万円 

工賃目標   ６９０万円   ６９０万円 
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（７）ふれあいの家 

   実施事業                

   身体障害者福祉センター        （受託金）104,628 千円[105,689 千円] 
 

更生相談事業 機能訓練事業 

社会適応訓練事業 創作的活動事業 

スポーツ・レクリエーション事業 ボランティア養成事業 

施設貸出、その他の事業  

 

 ○ 新規利用者の拡大 

   効果的な広報活動、魅力的な事業展開、若年層の開拓を行い、新規利用者獲得に

繋げます。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

新規利用者 １８％ １８％ 

４０代以下の教室利用者 ２５％ ２５％ 

 

（８）相談支援事業所ぱれっと 

   実施事業                （受託金）44,687 千円[42,721 千円] 
 

障害児相談支援 基本相談支援 計画相談支援 

 

 ○ 法改正に伴うサービス体制変更への対応とサービスの充実 

   通常のモニタリングをもれなく実施するとともに、サービス提供時モニタリング

を実施します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

サービス提供時モニタリング １６０件 １５０件 

 

 ○ 職員の専門性の向上 

   要医療児者支援体制等の配置対象となる研修を受講し職員の質の向上を図りま

す。 

   【受講研修】 

    医療的ケア児等コーディネーター養成研修または支援者養成研修 

    強度行動障害支援者養成研修 

    精神障害者支援の障害特性と支援方法を学ぶ研修 

    令和３年度は、令和２年度に受講できなかった職員・研修を対象に受講する。 
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（９）発達障害者支援センター 

   実施事業 

   千葉市発達障害者支援センター運営事業  （受託金）43,101 千円[42,311 千円] 

   千葉市発達障害等に関する巡回相談事業  （受託金）12,576 千円[11,941 千円] 

 

 ○ 地域支援体制の構築への取組 

   長いライフステージに亘って一貫した継続的な支援を行う仕組みを地域の関係機

関や事業者に繋げていける地域支援体制を構築します。機関支援については、乳幼

児中心だけでなく、高校生以上（成人含む）を対象の支援にも重点をおけるよう、

出張相談会や出前講座など地域の支援者育成も視野に入れ、様々な対象・目的に応

じて実施することを目指します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

子育てアシスト   

（年中児集団行動観察） 
１２カ所 １２カ所 

出前講座 

「発達障害基礎講座」、

「支援者育成実務講

座」、児童や成人向け等

対象・目的に応じた出

前講座を実施する。 

「発達障害基礎講座」、

「支援者育成実務講

座」、児童や成人向け等

対象・目的に応じた講

座を実施する。 
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障害者福祉センター 

   実施事業 

   身体障害者福祉センター         （受託金）77,995 千円[78,224 千円] 
 

更生相談事業 機能訓練事業 

社会適応訓練事業 創作的活動事業 

スポーツ・レクリエーション事業 ボランティア養成事業 

施設貸出事業 住宅改造相談事業 

福祉機器関連事業 水浴訓練室利用事業 

車いす貸出事業  

 

○ 利用者ニーズに対応する講座の実施 

  障害者福祉講座の一層の充実を図るべく、短期で多様なジャンルの講座を開講し、 

その中から好評な講座を通年講座として開講します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

通年講座 ４講座開講 １講座開講 

 

○ 障害者スポーツの普及啓発 

  千葉市の障害者スポーツを普及啓発していくことで、2020 東京オリンピック・パラ 

リンピックの機運を盛り上げます。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

スポーツ交流会参加者 年４００人 年４００人 

2020 東京オリンピック・ 

パラリンピック日本代表輩出 
輩出 輩出 
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いきいきプラザ・センター 

   実施事業 老人福祉センター      （受託金）547,727 千円[542,243 千円] 

生きがい活動支援通所事業  （受託金）101,708 千円[103,841 千円] 

   老人福祉センター 
 

生活相談 健康相談（訪問健康相談） 

機能回復訓練 高齢者福祉講座 

高齢者講演会 同好会等への活動支援 

個人利用の機会の提供 地域交流等 

 

○ 健康相談、生活相談の利用人数減少への対応 

  いきいきだよりでの紹介、ポスター掲示等広報に注力するとともに地域に出向き相 

談会等を定期的に開催します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

健康相談 ３３，０７９人 ３３，０７９人 

生活相談 ９０１人 ９０１人 

 

○ 入浴の利用人数の減少への対応 

  菖蒲湯やゆず湯など季節感のある企画により、利用者増を目指します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

入浴利用者 ９４，４８５人 ９４，４８５人 

 

○ 同好会の会員の減少への対応 

  高齢者福祉講座の終了時に案内を行い、同好会の参加を促します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

同好会会員数 １８８，３１６人 １８８，３１６人 

 

○ 生きがい活動支援通所事業の新規利用者の確保 

  あんしんケアセンターや民生委員と連携を行い、地域に紹介してもらえるよう努め 

ます。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

新規利用者 ２０１人 ２０１人 
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○ 介護予防事業の拡充 

  介護予防に特化した事業の拡充を図ります。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

「健康づくりで介護予

防」の開講時充足率 
１００％ １００％ 

介護予防関係講演会 各区年３回 各区年３回 

「いきいき体操」参加者 ８，０９７人 ８，０９７人 

「出張体操」新規開拓 促進 促進 

地域高齢者の自主運営を

フォロー 
実施 実施 

 

○ 地域における仲間づくりの支援 

  地域福祉部門と連携し、ふれあいいきいきサロンや地区部会活動等に出向き、講演

会・相談会等を実施します。また、地域カフェスペースとして、いきいきプラザの諸

室を提供します。 

  ① ふれあいいきいきサロン等に出向き、講演会や相談会を実施する。その際、困

りごと等についてリサーチし、関係機関と連携のうえ、問題解決に努めます。 

  ② 空いている諸室を活用し「地域カフェ」を実施する。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

①、②のいずれかを全プ

ラザ・センターで１回以

上実施 

実施 実施 

 

  



35 
 

いきいきプラザ内デイサービスセンター 

   実施事業 

   通所介護、介護予防通所介護      （自主運営）241,615 千円[238,919 千円] 

   利用定員 
 

施設名 定員 

中央いきいきプラザ内デイサービスセンター ３２人 

花見川いきいきプラザ内デイサービスセンター ３１人 

美浜いきいきプラザ内デイサービスセンター ３５人 

 

○ 安定した運営のための利用者確保 

  体調不良等による利用休止や解約に備え、常に新規利用者を確保するために、営業活

動等を行い、ケアマネジャーとの信頼関係を構築するとともに満足度の高いサービスを

提供することで、利用者１人あたりの利用日数を増加してもらえるよう努めます。 

  また、「中重度者ケア体制加算」等可能な加算を算定できるよう体制を整備します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

１日平均利用者数 
８４．０人（１施設

あたり 28.0 人） 

８４．０人（１施設

あたり 28.0 人） 

 

○ 非常勤職員の確保 

  非常勤職員の賃金を職務内容や経験等を取り入れた制度に改正します。 
 

区 分 Ｒ３ Ｒ２ 

新給与制度の実施 実施 実施 

 



 
 

 

 


